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内部統制制度の導入効果に関する一考察 
The Effect of Internal Control System 

 

孫 美灵 

Meiling Sun 

 

本稿の目的は日本企業 4 社を事例として、企業において内部統制制度が有効に機能しているのであればど

こで効果が現れているのか，また効果がないとするのであれば問題の所在はどこにあるのかについて，企業

別に検討することである。当該研究は個別の事例を用いた質的研究であるため、企業一般に拡大して解釈す

ることはできないものの，問題を具体的に分析することによって制度導入における問題の所在を発見するこ

とができる。 

キーワード：内部統制、制度、制度の導入効果、事例研究 

 

 

Ⅰ. はじめに 

周知のとおり，内部統制制度の発祥地ともいえるアメリカで SOX 法（サーベインズ・オクス

リー法，Sarbanes-Oxley Act of 2002，SOX）が制定された背景には 2002 年 7 月のアメリカ史

上最大の倒産劇と言われる大手通信会社ワールド・コムの倒産，2001 年 12 月の大手エネルギー

会社エンロンの倒産がある。こういった虚偽の会計情報の開示による証券市場の健全な発展への

阻害を恐れて SOX 法が制定されている。しかし，SOX 法の制定によって企業の財務諸表の信頼

性がどれぐらい向上したかに関する研究はまだ欠如しており，また SOX 法の制定が不正の防止

にどれぐらい効果があったのかに関する研究はほぼ皆無に近いと言えよう。 

SOX 法の導入のため企業側が投入したコストは，アメリカが当初想定した金額をはるかに超え

ている。あるコンサルティング会社の調査によると，アメリカの SOX 導入初年度で費やした費

用（監査費用を含まない）は，大規模企業（売上高 70 億～100 億ドル（約 5,600 億～8,000 億円））

の場合，平均的に 1 千万ドル（約 8 億円）に達している（ARC Morgan [2005]，p.6）。また 2003

年 1 月から 2005 年 9 月までの間，SOX の導入コスト（監査コストを含む）を自発的に開示して

いる上場企業（売上高 20 億ドル（約 1,600 億円）以下の企業）をサンプルとしてその平均コス

トを算出したところ 2.2 百万ドル（約 1.8 億円）であった（Krishna et al. [2008]，p.170 ）。ま

た、企業は内部統制制度の莫大な導入コストを恐れて SOX404 条の適用範囲から免れるための対

策を取り，SOX404 条は世界中の企業を米国の証券市場から遠ざける結果を招いたとされている

（Gao et al. [2009] p.500）。日本企業はアメリカ企業ほどではないものの，相当な金額を投入し

ている。高田[2010]によれば，日本企業の約 4 割が 1 億円以上，大規模会社（連結売上高 1,000
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億円以上）では 6 割以上が 1 億円以上のコストを投入している（115 頁）。中国企業はそれほど

コストを掛けていない。（詳細に関しては孫[2012a]，孫[2012b]を参照されたい。） 

SOX 法の導入効果に関しては，内部統制報告上の不備を提出する企業は資本コストが高いとい

う主張がある一方で，資本コストと顕著な関係がないという主張もある。以上はアメリカ市場の

データを用いた先行研究であるが，中国市場のデータを用いた研究では内部統制制度の導入効果

があったとされている（制度の導入効果に関しては第 2 節で詳細に述べる。）。このように内部統

制制度の効果に関しては相反する研究結果が混在し，一致した見解が得られていない。 

本稿の目的はアメリカの不正会計に端を発する内部統制という経済制度がアジアの経済的文

脈の中でどのような効果を果たしているのかについて，日本と中国にある日本企業を対象として

分析することである。量的研究方法を採用している多くの先行研究と異なって，本稿ではインタ

ビューによる質的研究方法を用いて内部統制制度の効果の一端を示す。日本と中国にある日本企

業をそれぞれ 2 社ずつインタビューし，これらの企業において内部統制制度の効果があるのであ

ればどこで効果が現れているのか，また効果がないとするのであれば問題の所在はどこにあるの

か等について，企業別に検討する。個別の事例を用いた分析は，量的研究による分析とは異なっ

て一般性は低いものの，問題を具体的に分析することによって制度導入における問題の所在を発

見することができる。 

中国にある日系企業は親会社が日本で上場しているため日本の内部統制制度が適用される。し

かし，中国子会社はオペレーションの場が中国にあり，また中国市場を主要な販売市場としてい

るため内部統制上のリスクは日本国内のリスクと異なり，中国の経済環境の中でのリスクとなっ

ている。たとえば，中国では多額の売上げを計上したとしても売上代金の回収ができず，苦労す

る日系企業が多いとされている１)。また購買担当者による仕入先へのディベートの要求が一般的

に行われている２ )。こうした業務上のリスクに対処するには日本とは異なる統制が必要となる。

そして，日本と中国の内部統制制度には一部異なるところもあるが，どちらもアメリカの内部統

制制度をモデルにしながら制度化しているため，3 点セット（業務記述書、業務フローチャート、

リスク・コントロール・マトリックス）の文書化を求めるといった制度構築の方法においては大

きな差がないと考えられる。したがって，本稿で取り上げる日本企業の中国子会社における内部

統制制度の効果をもって中国での内部統制制度の効果として考えることもできよう。 

本稿の構成は以下のようになっている。第Ⅱ節では内部統制制度の導入効果を論じた先行研究

について紹介する。第Ⅲ節では日本と中国における内部統制制度の概要を紹介する。第Ⅳ節では

4 社の事例を紹介し，分析結果を述べる。第Ⅴ節ではまとめを行う。 

 

Ⅱ. 先行研究 

Schneider et al. [2009]では，米国の SOX302 条と 404 条の適用を受ける企業を対象とした内
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部統制関連の先行研究（2009 年半ばまで）について網羅的なサーベイを行い，それらを内容別

に５つのカテゴリーに分類している。５つのカテゴリーはそれぞれ，内部統制に不備があった企

業の特徴，内部統制上の不備を招いた問題点，内部統制上の不備がもたらした帰結，内部統制上

の不備と監査費用の関係，SOX の導入コストと SOX の導入を回避もしくは導入の延期を図る企

業の行動に関するものである。内部統制に関する先行研究の量的蓄積は膨大であるが，その中に

は内部統制制度の導入によって会計不正が減少したか，内部統制制度の導入が社会にどのような

価値をもたらしたのか，制度の導入コストを超えた効果を得られたか等の問に答える研究はまだ

欠如しているとされている（pp.37-38）。 

以下, 内部統制制度の導入効果を論じた先行研究について，本稿の必要範囲内で紹介する。内

部 統 制 制 度 の 効 果 を 主 張 す る 先 行 研 究 の 論 点 は 主 に 資 本 コ ス ト の 低 下 に あ る が ，

Ashbaugh-Skaife et al. [2009]では，内部統制上の不備を報告する企業はそうでない企業より資

本コストが高いとされている（p.39）。Hossain et al. [2011]では，SOX の導入によって企業の財

務報告の品質が高まるとされている（p.313）。また Ashbaugh-Skaife et al. [2008]では，内部統

制上の不備を報告する企業はそうでない企業より高い異常会計発生高を開示するとされている

（p.247）。しかし，上記の結論と相反する研究結果も存在する。まず，Ogneva et al. [2007]では

SOX の導入と資本コストの低下には直接的な関連はないと主張している（p.1286）。2004 年か

ら 2006 年の間で米国の SOX404 条に基づきはじめて内部統制報告書を提出する企業 2,515 社を

対象として検証した結果，2,515 社のうち 346 社が内部統制に不備がある評価結果となっている

が，内部統制上不備があったという情報の開示が資本コストに直接的な影響がなかったと結論付

けている。また Beneish et al. [2008]では，302 条に基づく内部統制情報の開示は情報量がある

が，404 条に基づく内部統制情報の開示は株価や資本コストとほぼ関係がないとされている

（p.697）。このように，アメリカにおける SOX の導入効果に関しては，相反する研究結果が混

在し，今後のさらなる研究が必要とされている。 

以上はアメリカ市場におけるデータを用いた分析であるが，中国のデータを用いた分析に目を

転じるとまず，内部統制の自己評価を開示する企業の資本コストはそうでない企業より低い，ま

た外部監査人による監査済みの内部統制報告書を提出する企業の資本コストはさらに低いとし

た張他[2012]がある。孫他[2012]では内部統制制度の導入は中国企業の財務報告の信頼性の向上

に貢献しているとされている。また，孫[2012b]では内部統制制度の導入は財務報告の信頼性の

確保等内部統制の目的の達成に効果があったとされている。 

 

Ⅲ. 日本・中国における内部統制制度の比較 

日本における「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制

の評価及び監査に関する実施基準」（以下、実施基準とする。）の基準設定主体は企業会計審議会，
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中国の「企業内部統制規範」と「企業内部統制ガイドライン」の基準設定主体は財政部３) であり，

どちらも民間団体ではなく政府機関となっている。内部統制の目的として中国では「事業戦略の

実現」という項目，内部統制の基本的要素として日本では「IT への対応」という項目が追加され

る等若干の相違は見られるものの，基本的にはアメリカの COSO フレームワークをモデルとし

ており，3 点セットによる文書化を通じて制度構築を行う等基本的には類似している制度である

と考えられる。内部統制制度の適用開始時期に関しては中国が日本より多少遅れている。中国が

内部統制報告書に対し外部監査人による監査を義務付けたのは 2011 年からであり，適用対象も

中国と海外の両証券取引所に同時に上場している企業に限定されている。中国国内で上場してい

るすべての企業に拡大適用されるようになったのは 2012 年からである。これらは制度の導入コ

ストや企業の負荷能力を考慮したからである。 

 

Ⅳ. 事例 

本稿で事例として取り上げる企業 4 社はすべて日本の大手製造業である。以下 A 社，B 社と名

付けられているのは日本にある本社であり，C 社と D 社は中国に拠点を置く日本の海外子会社で

ある。A 社，B 社および C 社と D 社の親会社は企業の歴史が長く，業界の中で高い市場シェア

を占めており，内部統制制度の導入効果を分析する対象として代表性のある事例であると考えら

れる。 

4 社の事例分析を行うにあたって、各企業の組織風土も合わせて検討したい。内部統制の 6 つ

の基本的要素４) のなかに「統制環境」という要素がある。「統制環境とは，組織の気風を決定し，

組織内のすべての者の統制に対する意識に影響を与えるとともに，他の基本的要素の基礎をなし，

リスクの評価と対応，統制活動，情報と伝達，モニタリンク及び IT への対応に影響を及ぼす基

盤をいう。・・・統制環境は，他の基本的要素の前提となるとともに，他の基本的要素に影響を

与えるもっとも重要な基本的要素である。」（企業会計審議会[2011]，36 頁）と実施基準にも明記

されているように，企業の内部統制を検討するうえで，当該企業の統制環境を形成する組織的風

土を看過してはならない。したがって，以下では企業の組織風土や企業の発展段階といった企業

が置かれている環境と関連付けながら内部統制の導入効果を分析することにしたい。 

内部統制制度の目的には業務の有効性及び効率性の向上、財務報告の信頼性の確保、事業活動

に関わる法令等の遵守、資産の保全の四つの項目がある。企業会計審議会より公表されている実

施基準では主に財務報告の信頼性の確保という目的に焦点を当てられているが、上記の四つの目

的は完全に独立して存在するのではなく、相互に関連している（企業会計審議会[2007]，10 頁）。

たとえば、決算業務や決算対象となる業務が有効かつ効率的に行われなければ、財務報告も正し

く行われない。また法令等を遵守しない業務をもとに作成した財務諸表も信頼性が欠けてしまう。

資産の保全が適切に行われなければ、財務諸表に表示されている資産の総額が正確でないことに
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なる。つまり、財務報告の信頼性を確保するには、他の三つの目的も達成される必要がある。 

 

表 1 日本と中国における内部統制制度の比較 

日本 中国 

内部統制制度の基準 財務報告に係る内部統制の評価

及び監査の基準並びに財務報告

に係る内部統制の評価及び監査

に関する実施基準 

企業内部統制基本規範，企業内部

統制ガイドライン 

基準の設定主体 金融庁企業会計審議会 財政部 

内部統制の目的 業務の有効性及び効率性 

財務報告の信頼性 

法令等の遵守 

資産の保全 

法令等の遵守 

資産の保全 

財務報告の信頼性 

業務の有効性と効率性 

事業戦略の実現 

内部統制の基本的要素 統制環境 

リスクの評価と対応 

統制活動 

情報と伝達 

モニタリング 

IT への対応 

統制環境 

リスクの評価と対応 

統制活動 

情報と伝達 

モニタリング 

依拠する法律 会社法，金融商品取引法 会社法，証券法，会計法 

監査 実施 実施 

財務報告の監査との関係 財務諸表監査と一体 財務諸表監査と一体となる内部

統制監査，財務諸表監査と独立し

た内部統制監査のどちらも可 

実施開始時期と実施対象 2008 年 4 月 全上場企業 

 

2009 年 7 月 国内上場企業，監

査は任意 

2011 年 1 月 国内と海外の両証

券取引所に上場し

ている企業に対し

監査実施 

2012 年 1 月 国内の全上場企業

に対し監査実施 

 出所：筆者作成 
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本稿では内部統制の四つの目的の達成度合いの視点から制度導入の効果を検討する。4 社に対し

インタビューを行う際、「内部統制制度の導入によって財務報告の信頼性が確保されたもしくは

向上したと思うのか」のような質問をした場合、制度導入前の自社の財務報告の信頼性が確保さ

れていなかったもしくは低かったということが前提となる。法令等の遵守についても同様な問題

点が存在する。したがって、財務報告の信頼性の確保、事業活動に関わる法令等の遵守、資産の

保全の三つの項目については「不正の防止に役立ったのか」という質問に変えてインタビューを

行った。従業員レベルの不正はどの組織でも避けられない問題であるため、当該質問に関しては

抵抗なく答えてくれた。したがって、本稿では不正の防止と業務の有効性や効率性の向上に効果

があるかどうかの視点から、内部統制制度の導入効果を分析する。 

1. 企業 A５) 

a. 基本情報と組織風土 

表 2 企業 A の基本情報 

業種 所在地 設立 監査法人 

製造業 日本 1930 年代 Big4 

 

A 社は 1930 年代に設立され，業界のなかでトップの位置に君臨している。A 社の競争力をも

たらしたとも考えられる組織風土の特徴について以下の 2 点を取り上げる。 

(ア) 自由闊達な組織風土 

A 社は社員が生き生きと働き，個々人が持っている力を発揮しやすい自由闊達な組織風土をも

っている企業である。中国市場に進出した際のエピソードから自由な組織風土を垣間見ることが

できる。大手企業の場合，海外に進出する際はじっくり下準備を重ねてから行動するが，A 社の

社員たちはそういう下準備を経ず中国に行って現地で状況を見ながら会社を立ち上げたという。

また中国の子会社の経営に関しても，業務が軌道に乗るまでは本社が指揮命令を行う（中央集権

型）が，それ以降は中国の文化や慣行に熟知している子会社に任せる方針を取っている（分権型）。

マニュアルや規律よりも人の情熱や能力に依存して業務を遂行する企業文化は，A 社の競争力を

支えてきた源泉であると同時に，内部統制制度が求める業務マニュアルの整備の脆弱ということ

の裏返しでもある。 

(イ) 属人的な組織風土 

 A 社は他社と比較して人事異動がそれほど頻繁に行われず，良くも悪くも属人的な要素が多い

という。また情熱を持って仕事に取り組んでいる社員には積極的にチャンスを与えるという。つ

まり，個人の意欲や能力によって仕事が配分される傾向が伺える。特定の人が特定の仕事を長期

的に継続した場合，その人の能力や経験といった属人的な要素で業務を遂行する部分が増え，担

当者が代わると同等レベルのパフォーマンスを維持するのが難しくなるという弊害も潜む。そう
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いう意味で A 社では特定の人の能力に依存して進めてきた業務に対し見える化を行うことが課

題となっていたという。 

A 社は内部統制制度の導入によって既存の業務マニュアルを充実させ，業務の見える化を強化

し，内部統制制度に肯定的な見解を示す事例である。 

b. 内部統制制度の導入 

A 社は 2005 年から経理部門に内部統制プロジェクト事務局を設置し，コンサルティング会社

の支援を受けながら内部統制制度の導入に着手した。2005 年度の準備段階から制度適用初年度

の 2008 年度末に内部統制報告書を提出するまでかかった費用（コンサルティング費用と監査費

用を含む）は相当な金額に達している。 

c. 不正の防止と発見 

企業の不正には経営者による組織的な不正もあれば，組織の末端にいる個々の従業員による小

規模な不正もある。前者は社会的影響力が大きいが，実施基準にも明記されているように内部統

制制度自体が持っている限界６) により未然に防止できない可能性がある。後者の従業員個人によ

る不正はどの組織においても回避できない問題であるといえる。この種の小規模な不正は，内部

統制制度によってある程度牽制できるものの，完全に防止することには至っていないという。そ

の理由は内部統制制度が求めるチェックは帳票の確認や証跡の有無といった形式的なものに限

られており，悪意をもった従業員が形式上の帳票さえ用意できればこうした不正は発見できない

からだという。 

d. 業務の有効性と効率性 

A社は内部統制制度の導入によって業務の見える化と従来から脆弱であったマニュアルの整備

が強化され，また全社の中で決算手続きに対する意識が高まったとして，内部統制制度の導入効

果に対し肯定的な見解を示している。しかし，制度構築に投入した労力とそこから得られた効果

を費用対効果の観点から見た場合，制度導入についてどちらかというと否定的である。 

 

2. 企業 B７) 

a. 基本情報と組織風土 

表 3 企業 B の基本情報 

業種 所在地 設立 監査法人 

製造業 日本 1940 年代 Big4 

 

B 社は 1940 年代に設立された大手製造業である。B 社の組織風土の特徴といえば，中間管理

職のなかでとりわけ顧客にもっとも近いマネジャーの権限が大きいことが挙げられる。現場にい

るマネジャーが迅速な意思決定と顧客対応ができるように社内手続きを減らし，マネジャーに権
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限を与えている。強い中間管理職を育成するための社内教育も行っている。また，B 社は本社と

してのコーポレート機能や事業サポート機能を果たしており，ルーティン的な業務はほとんどな

い。 

総じていえば，B 社は内部統制制度のあり方に課題を感じており，制度の効果に対して懐疑的

な見解を示す事例である。 

b. 内部統制制度の導入 

B 社は 2004 年から本社監査室に内部統制プロジェクト事務局を設置し，総勢 20~30 人の体制

でコンサルティング会社の支援を受けながら内部統制制度の導入に着手した。図 1 は 2007 年に

おける内部統制制度の導入体制を示したものである。本社監査室長を内部統制プロジェクト・リ

ーダーとし，同監査室のメンバー1 人，本社や各事業部門における企画室のメンバー数人をプロ

ジェクトの専属メンバーとしている。 

制度適用初年度の 2008年度末における内部統制報告書は日本と海外の拠点を含む約 60部門が

評価範囲となっており，財務報告に係る内部統制は有効であるという評価結果が得られた。B 社

では，本社が作成したグローバル標準のリスク・コントロール・マトリックスを各事業部門に展

開する方法を取っており，各事業部門は本社から受け取ったリスク・コントロール・マトリック

スをもとに自部門の業務に応じて若干の調整を行うことで自己評価を行ったため，内部統制制度

の導入にそれほど手間とコストを掛けていないという。 

 

 

 

図 1. B 社における内部統制制度導入体制（2007 年） 

出所：インタビューに基づき，筆者作成 

 

c. 不正の防止と発見 

B 社の組織風土の特徴としてマネジャーの権限が大きいことを指摘したが，IT による業務処理

CEO
（内部統制責任者）

・・・

事業部門C
（プロジェクト・メ

ンバー数人）

事業部門B
（プロジェクト・メ

ンバー数人）

事業部門A
（プロジェクト・メ

ンバー数人）

本社

（プロジェクト・
メンバー数人）

本社監査室

内部統制プロジェクト事務局
（プロジェクト・リーダー：本社監査室長，

プロジェクト・メンバー：本社監査室1人）
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統制においてもマネジャーによる承認がなければ伝票が記帳されない仕組みを採用している。こ

のような IT システム統制を B 社のグローバル組織全体で展開している。当該システムでは現場

のマネジャーの管理能力（経験，知識，感）が末端の従業員の不正を防止するための鍵となる。

マネジャーの業務能力が低ければ統制が効かないため，マネジャーに対する教育が重要であると

いう。 

従業員の不正を防ぐために B 社は独自の方法を採用している。各事業部門の伝票すべてを本社

に送付させ，本社で抜取調査を行う。抜取調査であればそれほどコストをかけることなく，会社

全体に対し牽制が効くという。不正を防止するためには従業員の倫理性を高めるための社内教育

も欠かせないという。 

B 社の事例では，不正の防止において内部統制制度の整備よりもマネジャーの管理能力や自社

独自で生み出した制度に依存しているという。 

d. 業務の有効性と効率性 

B社では内部統制制度が求める業務マニュアルの整備によって既存の業務マニュアルのさらな

る体系化にはつながったが，業務の効率性の向上には直接的に寄与していないという。ルーティ

ン作業の多い生産現場（たとえば技術部門・品質管理部門等）ではマニュアルの整備が業務の効

率性を左右する重要な要素となるが，ルーティン作業がほとんどない組織においてはマニュアル

の整備だけでは業務の効率性を確保できないという。むしろマネジャーの管理能力が重要である

と強調した。 

 

3. 企業 C８) 

a. 基本情報と組織風土 

表 4 企業 C の基本情報 

業種 所在地 設立 企業属性 監査法人 

製造業 蘇州 2003 年 日本独資 （監査未実施） 

 

C 社は 2003 年に中国蘇州市に設立され，日本側が 100%出資している日本独資の製造業企業

である。親会社が東証一部に上場しており，C 社が当該親会社の連結範囲に含まれるため C 社に

は日本の内部統制制度が適用される。しかし，2010 年度までは売上高が親会社で定めた水準に

達しておらず，重要性の基準により内部統制制度の適用範囲から除外されており，2011 年度か

ら内部統制制度が適用されている。 

C 社は従業員人数約 2,000 人の規模であるが，日本人社員 4 人以外の管理職はすべて中国のナ

ショナルスタッフが採用され，副部長以上の幹部の中でナショナルスタッフの割合が 7 割弱に達

しており，積極的に現地化が進められている。事業運営の中心となっている中国人社員のモチベ
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ーションを高めるため，目標の達成度合いと給料を連動させている。C 社は自社製品の 100%を

関連会社に販売するため，主に製造機能を持つ海外子会社である。そういう意味で，ルーティン

的な業務の割合が高い C 社にとって業務マニュアルの整備は生産性の向上を目指すうえで重要

な要素の一つになっている。 

2003 年に設立された C 社はまだ若い企業ということもあり，内部統制制度の構築を通じてよ

り効率的な業務プロセスが構築でき，内部統制制度に対して非常に肯定的な見解を示す事例であ

る。 

b. 内部統制制度の導入 

 C 社は 2011 年に内部監査部に内部統制プロジェクト事務局を設置し，総勢 30 人の体制でコン

サルティング会社の支援を受けながら内部統制制度の導入に着手した。図 2 は C 社の内部統制制

度導入体制を示したものである。内部監査部長を内部統制プロジェクト・リーダーとし，内部監

査部のメンバー3 人および評価対象となる各業務プロセスの担当者 25 人をプロジェクト・メン

バーとしている。親会社の指示に従い，重要と思われる業務プロセスを評価対象として，業務記

述書，業務フローチャート，リスク・コントロール・マトリックスの 3 点について文書化を行っ

ている。ただし，親会社の方針により外部監査人による内部統制監査はまだ実施していない。内

部監査部は内部統制制度の導入過程で，各部門の制度構築に対する意識を高めるため，積極的に

取り組む部門を表彰する等して工夫を重ねたという。 

制度導入の初年度である 2011 年度末に内部統制報告書を提出するまでかかった費用（コンサ

ルティング費用と監査費用を含む）は約 55 万人民元（日本円に換算すると，約 700 万円）であ

る。 

 

 

 

図 2. C 社における内部統制制度導入体制 

出所：インタビューに基づき，筆者作成 

 

総経理

（内部統制責任者）

・・・

購買プロセス

（プロジェクト・メン
バー数人）

財務プロセス
（プロジェクト・メン

バー数人）

全社統制

（プロジェクト・メン
バー数人）

内部監査部

内部統制プロジェクト推進部門
（プロジェクト・リーダー：内部監査部長，

プロジェクト・メンバー：内部監査部スタッフ3人）
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c. 不正の防止と発見 

 不正の防止と発見に関しては、特に意見を頂けなかった。 

d. 業務の有効性と効率性 

 前述したように C 社においては業務上ルーティン的な部分が多いため，マニュアルの整備が業

務効率性を左右する重要な要素となっており，また設立されてそれほど年数がたっていないこと

もあり，現場のオペレーションが成熟に向かう段階にあると考えられる。こうしたなかで，文書

化を行うことによって業務プロセスの見直しを行い，より効率的な業務を行うことができたとい

う。各従業員が個人の経験に基づいて業務を進めてきた部分があったが，それらの部分を業務記

述書の文書化を行うことによって，担当者が変わっても同等レベルの業務遂行が可能になったと

いう。また各従業員が自分の業務だけを把握していた傾向があったが，業務フローチャートの文

書化を行うことによって全体の業務の中での自分の業務の位置付け，自分と他部門間の関係性が

より明確になり，「点で進めてきた業務が線としてつながる」ことで業務の見える化が進んだと

いう。情報のコミュニケーションに関しても会議体を増やし，部課長会議でより頻繁に会社の方

針等を共有できるようになったという。 

 

4. 企業 D９) 

a. 基本情報と組織風土 

表 5 企業 D の基本情報 

業種 所在地 設立 企業属性 監査法人 

製造業 上海 1995 年 日中合弁 Big4 

 

D 社は 1995 年に上海に設立され，日本側の投資額が大多数を占める日中合弁企業である。ま

た中国市場で大きな市場シェアを占める優良企業である。C 社と同様に親会社が東証一部に上場

しており，D 社が当該親会社の連結範囲に含まれるため，D 社には日本の内部統制制度が適用さ

れる。D 社の組織風土は以下の 2 点であると考えられる。 

(ア) 総経理１０) の現場主義 

毎朝行われる朝礼に総経理はかならず出席し，従業員にメッセージを伝え，また総経理は総経

理専用の個室で執務せず，従業員とともに大きなオフィスで勤務するという。その狙いは，経営

トップの「魂」を全従業員に伝えるためであるという。このような環境では経営トップが目指す

方向，考え方を常にすべての従業員と共有し，総経理が身近な人の報告による二次情報に頼るの

ではなく現場の状況を直接把握することができる。また総経理と従業員間のコミュニケーション

も容易に行われる。 
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(イ)  生産現場における改善活動 

生産現場では生産コストを削減し，生産性を高めるためありとあらゆる改善活動が行われ，従

業員の技能向上を図ったイベントもグローバルレベルで定期的に行われている D 社は業務の効

率性においてはすでに高いにレベルに達しており，合弁企業が設立されてから 17 年ほどの歴史

があることから，中国でのオペレーションが成熟した段階にあると考えられる。 

以上から D 社は全社的な統制環境や業務効率性においてすでに高いレベルに達していると考

えられる。しかし，内部統制制度の効果に関しては一部肯定的でありながら，全体としては懐疑

的な見解を示す事例であるといえよう。 

b.  内部統制制度の導入 

 D 社は 2007 年に，財務部に内部統制プロジェクト事務局を設置し，総勢 11 人の体制でコンサ

ルティング会社の支援を受けながら内部統制制度の導入に着手した。図 3 は D 社における内部統

制制度の導入体制を示したものである。財務部長を内部統制プロジェクト・リーダーとし，財務

部のメンバー4 人および評価対象となる各業務プロセスの担当者 5 人をプロジェクト・メンバー

としている。D 社は親会社の指示に従い，重要と思われる業務プロセスを評価対象として業務記

述書とリスク・コントロール・マトリックスの文書化を行った。 

制度適用初年度の 2008 年度末における財務報告に係る内部統制は有効であるという評価結果

が得られた。D 社では 2007 年の準備段階から 2008 年度末の最初の内部統制報告書を提出する

までかかった費用（コンサルティング費用と監査費用を含む）は約 200 万人民元（日本円に換算

すると，約 3,000 万円）である。 

 

 

 

図 3. D 社における内部統制制度導入体制 

出所：インタビューに基づき，筆者作成  

 

 

総経理

（内部統制責任者）

・・・

固定資産プロセス

（プロジェクト・メン
バー1人）

財務プロセス
（プロジェクト・メン

バー1人）

全社統制

（プロジェクト・メ
ンバー1人）

財務部

内部統制プロジェクト推進部門
（プロジェクト・リーダー：財務部長，

プロジェクト・メンバー：財務部4人）
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c. 不正の防止と発見 

内部統制制度の導入によって社内の不正を防ぐ効果は得られないという。監査法人の監査で指

摘される点も表面的なものにとどまるという。不正の内容，程度は国によって異なる。中国の場

合購買部門の担当者が仕入先担当者からリベートを要求することによる不正行為が一般的に存

在する。このような不正は書類上のチェックによって現れるものではない。D 社では購買部門の

担当者を定期的に人事異動させることによって，リベートの問題を回避しているという。 

d. 業務の有効性と効率性 

業務マニュアルを整備し，上位者による承認手続きを守る等によって多少のリスク回避にはつ

ながるが，証跡を残す等に時間が取られる等して，業務の効率性は低下したという。 

 

Ⅴ. 結びに代えて 

A 社は内部統制制度の導入を通じて，従来の脆弱であった業務マニュアルの整備を強化し、業

務の有効性と効率性を高めた事例である。自由闊達な組織風土こそが A 社の競争力をもたらした

源泉であると思われるが，自由な組織風土には内部統制上のリスクが潜む可能性も高い。内部統

制制度の不正防止の効果に関して積極的な見解を示さなかった。 

B 社は内部統制制度の導入からさほど恩恵を受けていない事例である。ルーティン業務がほと

んどないため既存の業務マニュアルのさらなる強化は、業務の効率性を高めるまでは至っていな

かった。不正の防止に関しても内部統制制度導入前の自社独自のやり方で取り組んでいる。 

C 社は内部統制制度構築のための文書化を、既存の業務プロセスを見直す機会として活用した

事例である。2003 年に設立された若い会社で発展途上にあるため、業務改善の余地が残されて

いたからであると考えられる。 

D 社は B 社と同様に内部統制制度の導入からさほど恩恵を受けていない事例である。D 社は生

産性を高めるためありとあらゆる業務改善活動を実施し、現場のオペレーションがすでに成熟段

階に達している会社である。また一般従業員とオフィスを共有する総経理の現場主義からもわか

るように社内の統制環境も整っていると考えられる。このような D 社は、文書化を通じた既存の

業務マニュアルのさらなる整備が業務の有効性や効率性の向上に貢献しているという実感がな

い，また内部統制制度の導入が不正の防止において限定的であるという見解を持っていた。 

以上 4 社の事例分析から，A 社と C 社では業務の有効性や効率性において制度導入の効果が現

れているが，B 社と D 社では業務の有効性や効率性において効果が現れなかったことがわかる。

制度導入による不正防止の効果に関してはいずれの会社においても現れなかった。以上から，既

存の業務マニュアルが脆弱であるもしくは発展段階にある企業においては業務の有効性や効率

性の効果が現れるが，ルーティン的な業務がほとんどなく，社内の業務マニュアルがすでに整備

されている企業においては，業務の有効性や効率性の効果が現れなかったと考えられる。 
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冒頭で述べたように 4社の事例分析をもって内部統制制度導入の効果として一般化することは

できないが、本稿での具体的な事例分析を通じて、内部統制制度の四つの目的のうちどの目的に

おいて実際効果が現れ、効果が現れてないのであれば問題の所在はどこにあるのかについて企業

別に検討した。以上をもって内部統制制度の導入効果の一端を示すという本稿の目的はおおむね

達成できたといえよう。１１ 

 

                                                  
１ )  C 社のインタビューによる。 
２ )  C 社のインタビューによる。 
３ )  中国の内部統制制度の基準は財政部のリーダーシップのもと，証券監督管理委員会，審計署，国有資産

監督管理委員会，銀行業監督管理委員会，保険業監督管理委員会の五つの組織の共同で公布されている。 
４ )  「内部統制の基本的要素とは，内部統制の目的を達成するために必要とされる内部統制の構成部分をい

い，内部統制の有効性の判断の規準となる。組織において内部統制の目的が達成されるためには，6 つの

基本的要素がすべて適切に整備及び運用されることが重要となる」（企業会計審議会[2011],36 頁）。6 つ

の基本的要素とは統制環境，リスクの評価と対応，統制活動，情報と伝達，モニタリンク及び IT への対

応を指す。 
５ )  2012 年 9 月 7 日に，A 社本社経理部門 A 部署課長と B 部署の課長対しインタビューを行った。A 社に

おける内部統制プロジェクト推進部門は本社経理部門である。 
６ )  経営者が不当な目的の為に内部統制を無視ないし無効ならしめるときに，内部統制は限界を有するとさ

れている。（企業会計審議会[2011],14 頁） 
７ )  2012 年 6 月 5 日に，B 社本社の財務担当執行役員，監査室課長に対しインタビューを行った。B 社にお

ける内部統制プロジェクト推進部門は本社監査室である。 
８ )  2012 年 8 月 23 日に，C 社の総経理，内部監査部長および副部長の 3 人に対しインタビューを行った。

C 社における内部統制プロジェクト推進部門は内部監査部である。 
９ )  2012 年 8 月 22 日に，D 社総経理，財務部長および財務部課長の 3 人に対しインタビューを行った。D

社における内部統制プロジェクト推進部門は財務部である。 
１０ ) 総経理は企業の最高経営管理機関の責任者である。しかし、日本でいう「代表取締役社長」のように企

業の代表者ではない。 
１１ 
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